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１ 議案第５号 淡路市行政手続条例の一部を改正する条例制定

の件 

 (１) この改正による市民への影響は。 

 (２) もっと早く議案として提出できたのではないのか。 

 

２ 議案第１７号 淡路市過疎地域持続的発展計画の策定の件 

 (１) 前回の計画に対する総合評価を問う。 

 (２) Ｐ１０の本市の就業者は前回の計画時よりも総人口に占め

る割合は増えている（４７．７％→４９．６％）。 

この理由をどのように考えるのか。 

 (３) Ｐ１１の人口の社会減傾向について、原因をどのように分

析しているのか。 

 (４) Ｐ６１の市内にある大学や専門学校との連携状況は。 

 (５) Ｐ６７のエネルギーの地産地消の進捗状況は。 

また、実現の可能性はあるのか。 
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１ 議案第７号 淡路市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例制定の件 

 (１) 新たな子ども子育て支援金分が加わることとなるが、 

  ア 国が示している令和１０年度見込みの納付額を見越して、

１０年度まで同率となるよう算定した税率となっているの

か。 

  イ 毎年支援納付金に応じて税率などを変えることとなるの

か。 

 (２) 市はこの間、税率を３年間同じ税率とする運用を行ってき

たが、１イで毎年税率を変えることになるならば、これまでの

運用を変えることになるのか。 

 

２ 議案第１７号 淡路市過疎地域持続的発展計画の策定の件 

 (１) 計画策定の際、市の総合計画などに基づく部分も多いと思

うが、戸田市政ならではの考えや方針によって変更があったも

のはあるのか。 

    また、この間の達成状況の評価が反映された部分はどのよ

うなものがあるのか。 

 (２) パブリックコメントを行う（行った）意義をどう考えてい

るか。 
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１ 議案第３号 淡路市特定乳児等通園支援事業の運営の基準に

関する条例制定の件 

 (１) 乳児等通園支援給付費の支給に係る事業を行うための確

認を受けるための基準を定める条例である。 

  ア ２０２６年４月１日より給付を受け利用するためのものだ

が、４月１日からの利用を希望する場合、それ以前の日に確

認や、利用者の面談、認定などの作業を行うこととなるのか。 

  イ 市が自ら事業者となり給付としてのこども誰でも通園制度

を行う場合、確認を自ら受けなければならないのか。 

  ウ この４月からの受入体制と、どのくらいのニーズを満たす

運営ができるのか。 

 (２) 第６条で事業者は市のあっせん、要請をできる限り協力し

なければならないとあるが、事業者は協力しなくても問題がな

いのか。 

    この項があること自体、保護者と事業者の直接契約という

ことでいいか。 

 (３) 第２０条の３で、「研修の機会を確保しなければならない」

とあるが、現状はどうなっているのか。 

 

２ 議案第１１号 淡路市乳児等通園支援事業の設備及び運営の

基準に関する条例の一部を改正する条例制定の件 

 (１) 第２２条の２が新設されるが特例で基準が緩和するのでは

ないか。 

 (２) 市は（１）の条項をもって受け皿を拡大する方向性なのか。    

こども誰でも通園事業を市として行っていくのか、民間の事業

者で行っていくのか。今後の方向をどのように位置づけ、また

はどのような考えをしているのか。 

 

３ 議案第１３号 淡路市東浦農林漁業体験実習館の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例制定の件 

 (１) 物価高騰等を理由に値上げとなる改正だが、 

  ア 改定案の額は上限となるのか。実際の値段設定はいくらと

なる見込みなのか。 

  イ アで市が想定する額を、この度改定案として提案しないの

はなぜか。 

  ウ 他の市施設パルシェは条例上の利用料金はこの施設とは違

うが、今回改正はされていない。統一の料金設定としないの

は各々施設の目的が異なるからが理由なのか。また、パルシ

ェも上限の範囲で運営上の値上げとなるのか。 

 (２) 別表２会議室使用料の区分と定員が変更となる。これは現

多目的ホールを他の用途に使うためのものか。 

 (３) 長期の指定管理の中、途中で市の条例を変え利用料を上げ

るのは妥当なのか。指定管理期間が切り替わる際に、料金の値

上げ等の条例改正をすべきではないのか。 

 


